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【 総  務  省 】 

①分    野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 カナダ 

③項    目 ＮＴＴドコモの接続料及び小売料金 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

ＮＴＴドコモの通信網への接続料金が合理的かつ競争的水準にあるかどうかを決定する手段を確立

し、小売料金設定における差別を排除する必要があります。 

⑤関係法令 電気通信事業法第３１条、第３８条の３ ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

総務大臣は、第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の接続約款における取得すべ

き金額（いわゆる接続料）が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超え

るものであるときは、接続約款変更命令を出すことができる。 

また、第一種電気通信事業者は、料金の届出を要し、事業法に定められた要件に該当する場合には料

金変更命令を出すことができる。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

 

なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □  

 □ 措置予定         □  

（実施（予定）時期：平成１０年１１月、平成１３年１１月）    

 

（説明） 

 

ＮＴＴドコモの接続料については、平成１３年１１月の電気通信事業法の改正により、接続約款に定め、それを届出

・公表することとし、当該接続料については、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超

えるものと認める場合には変更命令することができることとした。 

また、料金については、既に平成１０年１１月の電気通信事業法の改正により届出制としており、当該料金が、特定

の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき等、事業法に定められた要件に該当する場合には、料金変更命

令を出すことができる。 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 
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【 総  務  省 】 

①分    野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 カナダ 

③項      目 支配的事業者規制の強化 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

市場支配力を有する事業者の専用線及びバックホール回線の料金がコストに基づいたものであるよ

う規制を強化すべき。 

⑤関係法令 電気通信事業法第３１条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の特定電気通信役務に関する

料金について、特定電気通信役務の種別ごとに基準料金指数を定め、当該第一種電気通信事業者に通

知しなければならない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

 

なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □  

 □ 措置予定         □  

（実施（予定）時期：平成１０年１１月）    

 

（説明） 

 

第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の提供する電話・ＩＳＤＮ・専用サービスについては、当

該サービスの料金の上限を総務大臣が毎年設定することにより、当該サービスの値下げを促すプライスキャップ規制

を導入しているところ。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 
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                                  【総務省、経済産業省、財務省】 

①分    野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 日本経団連 

③項 目 政府調達における実績主義、規制制限の廃止 

④意見・要望等

の内容 

情報システムの政府調達について、 

・ 仕様書作成、入札業務に関する民間コンサルタントの活用 

・ 単年度予算主義の見直し 

・ 現行の総合評価落札方式の見直し等 を行う必要がある。 

⑤関 係 法 令  なし ⑥共 管  なし 

⑦制度の概要 

 

 

 「日本の公共部門のコンピュータ製品及びサービスの調達への総合評価落札方式の導入について」

（平 7.3.27 ｱｸｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行推進委員会）において総合評価落札方式の導入が決定されてい

る。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

 

・「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－２００２」（平成 14 年６月 18 日ＩＴ戦略本部）４．（４）①ア）の

ｉ）今後増大する情報システム関係業務や進展する技術の活用に効率的・効果的に対処するため、

外注化を進める。 

・「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－２００２」４．（４）①ア）のｈ）「情報システムに係る政府調達制

度の見直しについて」（2002 年３月策定、同年４月、2003 年３月改定 情報システムに係る政府

調達府省連絡会議）に基づき、2002 年度から、総合評価落札方式をはじめとする評価方式等の見

直し、競争参加資格制度をはじめとする入札参加制度等の見直し等を図る。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：） 

（説明）  

 １．仕様書の作成等を含む情報システム関係業務については、「国の行政機関における情報システム関係業務の外

注の推進について」（平成 12 年３月 行政情報システム各省庁連絡会議）を踏まえ、各府省において、計画的・

重点的にアウトソーシング（外注）を実施している。また、「情報システムに係る政府調達制度の見直しについ

て」を改定し、調達の企画・管理の適正化を図る観点から、外部専門家の積極的な活用を通じて調達側の体制強

化を図ることとした。 

２．「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」において、各府省においては、ア）当初の落札事業者

と複数年にわたり契約を行う必要がある場合には、原則として、国庫債務負担行為を活用し、その活用が困難な

場合には、原則として、ライフサイクルコストベースでの価格評価に基づく一般競争入札を行うこととし、また、

イ）既存のソフトウェア製品の活用によっては整備できない電子政府向けシステム等を総合評価落札方式により

調達する場合、質の高い情報システムを一層適正に調達する観点から、平成 14 年８月以降の入札案件について加

算方式による評価を行うことができるよう措置したところ。 

⑩担当局課室等名 総務省行政管理局行政情報システム企画課、経済産業省商務情報政策局情報処理振興課、

財務省主計局法規課 



 4 

                                        【総務省、経済産業省、財務省】 

①分    野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 日本経団連 

③項 目 情報システムに関する政府調達制度の改善 

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

・ 競争入札参加資格審査において、企業規模等の外形的な要素にかかわらず、技術力のある企業に

対して参加資格を付与する。 

・ 情報システム開発の価格を評価する際には、初年度だけでなく、ライフサイクル全体のコスト・

パフォーマンスを評価対象として採用する。 

・ 総合評価落札方式における除算方式を見直し、加算方式を導入する。 

⑤関 係 法 令  なし ⑥共 管  なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

・ 「競争参加者の資格に関する公示」（平成 14.1.10）において、年間平均（生産・販売）高、自

己資本額、営業年数等の外形的な要素を競争入札参加資格の審査基準（全物品、サービス共通）

としている。 

・ 「日本の公共部門のコンピュータ製品及びサービスの調達に関する措置について」（平 4.1.20

ｱｸｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行推進委員会）において、入札の評価について「ライフサイクルコストに基づ

いて行うことができる。」とされている。 

・ 「日本の公共部門のコンピュータ製品及びサービスの調達への総合評価落札方式の導入について」

（平 7.3.27 ｱｸｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行推進委員会）において総合評価落札方式の導入が決定されてい

る。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－２００２」（平成 14 年６月 18 日ＩＴ戦略本部）４．（４）①ア）のｈ）

「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」（2002 年３月策定、同年４月、2003 年３月

改定 情報システムに係る政府調達府省連絡会議）に基づき、2002 年度から、総合評価落札方式を

はじめとする評価方式等の見直し、競争参加資格制度をはじめとする入札参加制度等の見直し等を図

る。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：） 

（説明）「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」において、各府省においては、ア）民間における契

約実績や高度ＩＴ技術者の配置等の技術的基準も考慮しつつ競争入札参加資格制度の弾力的な運用を行うなど

技術力のある企業に対して企業規模等を問わず競争参加機会の拡充を図っていく、イ）当初の落札事業者と複

数年にわたり契約を行う必要がある場合には、原則として、国庫債務負担行為を活用し、その活用が困難な場

合には、原則として、ライフサイクルコストベースでの価格評価に基づく一般競争入札を行うこととし、また、

ウ）既存のソフトウェア製品の活用によっては整備できない電子政府向けシステム等を総合評価落札方式によ

り調達する場合、質の高い情報システムを一層適正に調達する観点から、平成 14 年８月以降の入札案件につい

て加算方式による評価を行うことができるよう措置したところ。 

⑩担当局課室等名 総務省行政管理局行政情報システム企画課、経済産業省商務情報政策局情報処理振興課、

財務省主計局法規課 
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                                 【総務省、経済産業省、財務省】 

①分    野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 日本経団連 

③項 目 民間活力の発揮に向けた情報システムに関する政府調達制度の改善 

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

・ 企業規模などの外形的な要素でなく技術力のある企業に対して競争資格を付与する。 

・ 情報システムの価格評価は、複数年に渡る調達全体に関するライフサイクルのコストベースに基

づく一般競争入札を行う。 

・ インセンティブ付契約や成功報酬型契約を導入する。 

・ 「情報システムに係る政府調達制度の見直し」を実効性にある改善策とするため、定期的にフォ

ローアップとレビューを行うとともに、調達側の体制強化、インセンティブ付契約、サービスレベ

ル契約の導入については、早期に実施すべきである。 

・ 調達側の体制を強化するため、ＣＩＯを全省庁に設置するとともに、ＣＩＯの機能強化のため、

外部の専門家を活用する。 

⑤関 係 法 令  なし ⑥共 管  なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

・ 「競争参加者の資格に関する公示」（平成 14.1.10）において、年間平均（生産・販売）高、自

己資本額、営業年数等の外形的な要素を競争入札参加資格の審査基準（全物品、サービス共通）

としている。 

・ 「日本の公共部門のコンピュータ製品及びサービスの調達に関する措置について」（平 4.1.20

ｱｸｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行推進委員会）において、入札の評価について「ライフサイクルコストに基づ

いて行うことができる。」とされている。 

・ 「日本の公共部門のコンピュータ製品及びサービスの調達への総合評価落札方式の導入について」

（平 7.3.27 ｱｸｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行推進委員会）において総合評価落札方式の導入が決定されてい

る。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－２００２」（平成 14 年６月 18 日ＩＴ戦略本部） 

４．（４）①ア）のｋ） 

各府省は、２００２年度早期に、情報化推進に関する統括責任者の権限、機能等を明確化し府省内へ

の周知徹底を図るとともに、統括責任者を補佐するスタッフ機能の充実を図る。 

４．（４）①ア）のｈ） 

「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」（2002 年３月策定、同年４月、2003 年３月

改定 情報システムに係る政府調達府省連絡会議了承）に基づき、２００２年度から、総合評価落札

方式をはじめとする評価方式等の見直し、競争参加資格制度をはじめとする入札参加制度等の見直し

等を図る。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     ■検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        ■ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：） 
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（説明）  

１．「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」において、各府省においては、ア）民間における契約実

績や高度ＩＴ技術者の配置等の技術的基準も考慮しつつ競争入札参加資格制度の弾力的な運用を行うなど技術力の

ある企業に対して企業規模等を問わず競争参加機会の拡充を図っていく、イ）当初の落札事業者と複数年にわたり

契約を行う必要がある場合には、原則として、国庫債務負担行為を活用し、その活用が困難な場合には、原則とし

て、ライフサイクルコストベースでの価格評価に基づく一般競争入札を行うこととしている。これらを含む見直し

事項については、各府省において着実に実施されているものと考えるが、その実施状況のフォローアップについて

も検討してまいりたい。 

２．各府省においてＣＩＯを設置するとともに、「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」を改定し、

調達の企画・管理の適正化を図る観点から、外部専門家の積極的な活用を通じて調達側の体制強化を図ることとし

た。 

３．また、インセンティブ付契約、サービスレベル契約の導入等については、平成１５年度中に結論を得るべく現在

検討中。 

⑩担当局課室等名 総務省行政管理局行政情報システム企画課、経済産業省商務情報政策局情報処理振興課、

財務省主計局法規課 
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                                      【総務省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 無線による自動認識システムの普及促進に向けた無線局免許不要範囲の拡大 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

１ 無線（非接触）による自動認識システムについて、故障修理時等の代替機器の導入時

や業務量に応じた機器の入れ替え時の手続きの簡素化 

２ 無線（非接触）による自動認識システムについて、同一構内において複数の無線設備

を設置する場合の手続きの簡素化 

３ 無線（非接触）による自動認識システムについて、周波数ホッピング方式の構内無線

局に係る出力範囲と同程度までの引き上げ 

⑤関 係 法 令  電波法、無線局免許手続規則、無線設

備規則、電波法施行規則、関連告示等 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

１ 故障修理時等の代替機器については、無線設備の設置場所が同一の総合通信局の管轄

区域にある携帯無線通信の基地局及び無線設備の常置場所が同一の総合通信局の管轄区

域内にある陸上移動局及び携帯局等の二以上の無線局相互間における同一規格の予備の

無線設備の各装置について認めているが、無線設備の常置場所が同一の総合通信局の管

轄区域にある構内無線局については認めていないもの。「同一人に属する二以上の無線

局相互間において共通に使用できる装置（昭和５０年郵政省告示６２０号）」 

２ 同一構内において、二以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請することがで

きる場合を無線設備の用途及び周波数が同一であり、機能上一体となって一の通信系を

構成するものと定めている。「構内無線局の申請の単位（昭和６１年郵政省告示３８１

号）」 

３ 構内無線局の移動体識別については、周波数ホッピング方式の規定が存在しない。（電

波法第４条、無線局設備規則第４９条の９） 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

    １及び２           

  □ 措置予定        ■ 具体的措置の検討中 

                  ３ 

（実施時期：平成１４年１２月３日）    

（説明）  

１ 平成１４年１２月３日、総務省告示第６４３号「同一人に属する二以上の無線局相互間において共通に
使用できる装置を定める件の一部を改正する件」において、構内無線局の運用における予備装置の使用を
認めた。 

２ 現行制度上、一つの無線局として申請が可能。 
３ 同一周波数帯を使用する無線 LAN 等との共存可能性を検討する必要があるため、情報通信審議会におい
て平成１４年９月３０日審議を開始し、平成１５年１月２７日に答申された。当該答申の結果を踏まえ、
必要な技術基準の策定について電波監理審議会に諮問しており、平成１５年度第１四半期を目途に制度化
を図る予定。 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 ５GHz 帯無線 LAN 利用の拡大 

④意見・要望等

の内容 

 

 欧米並に 5.25-5.35GHz についても、無線 LAN との共有を屋内利用に限定して認める。 

 また、欧米で認められているその他の 5GHz 帯（欧州 5.47-5.725GHz、米国 5.725-5.825GHz）につ

いても無線 LAN の共用（屋内利用）を検討していただきたい。 

⑤関 係 法 令  電波法 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

 ５ＧＨｚ帯無線 LAN 等については、5.15-5.25GHz において屋内利用可能になっているほか、屋外

において利用可能な無線アクセスシステムとして平成１４年９月に 4.9-5.0GHz 及び 5.03-5.091GHz

を割り当てたところである。 

⑧計画等におけ

る記載の状況 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         ■ 措置するか否かを含めて検討中 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明） 

① 5.25-5.35GHz について 

 5GHz 帯の無線 LAN（屋内）は、電気通信技術審議会において所要チャンネル数等の審議が行われ、平成 12 年 3 月

に制度化されたところである。帯域拡大については、屋内利用であっても無線 LAN に使用する場合には気象レーダ

ー等の既存無線局への影響のおそれがあり、さらに共用可能性等について十分調査する必要がある。昨年の日本経

団連からの要望に回答したとおり、「具体的ニーズを踏まえつつ検討する」こととしており、最近の普及動向を踏

まえて、気象レーダーの周波数移行を含む技術基準の変更等を検討することとする。 

② 5.47-5.725GHz、5.725-5.825GHz について 

 5.47-5.725GHz については、欧州電気通信標準化機構(ETSI)で無線 LAN の標準化が決定され、現在、欧州の一部

の国で制度化がなされているが米国は使用を認めていない。本帯域については、無線 LAN などに使用できる移動業

務への国際分配がなされていないため、無線 LAN の導入のための移動業務の分配の是非について、2003 年６月～７

月に開催される世界無線通信会議（ＩＴU が主催）において審議される予定である。我が国においては、この周波

数帯を米国と同じくレーダー等重要な公共業務用の無線局が使用しているが、世界無線通信会議において移動業務

への分配が実現できれば、既存利用との調和を図りつつ無線 LAN の導入の可能性について検討を行う。 

 5.725-5.825GHz は、我が国においては、高速道路自動料金収受システムをはじめとするＩＴＳ関連無線局用（Ｄ

ＳＲＣ）として使用している唯一の帯域である。ＩＴＳ関連無線局については交通の安全や料金の決済にかかる重

要な通信を行っており、また今後の使用の拡大も見込まれるため、無線 LAN の使用を屋内に限定したとしても、電

波干渉が懸念されることから、現時点で共用を可能とすることは困難であると考えている。 

 なお、5GHz 帯無線 LAN 等については、国際的な仕様の共通化や国際市場を拡大する上で重要であることから、世界

無線通信会議のような周波数の国際分配を決める会議へ積極的に寄与していくこととしている。 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 

 



 9 

                                       【総務省】 

①分    野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 指定電気通信設備以外の接続に関する協定届出の廃止 

④意見・要望等の

内容 

 

 

 

電気通信事業法の改正により、認可制から届出制への緩和されたが、複数の事業者間

でメッシュ状に結ばれた協定すべてを届出なければならないため、依然として、事業者

の負担は大きい。特に昨今では、接続形態の複雑化、新規参入事業者の増加等により、

接続協定の締結、変更の事務負担が増加しており、ユーザーニーズに対応したサービス

の円滑・簡便かつ迅速な提供が妨げられている。 

接続協定の届出制度が廃止されれば、事業者は、迅速な事業展開が可能となり、市場

の活性化、事業者間の競争が促進される。行政事務の負担軽減にもつながる。 

そもそも、指定電気通信設備以外の電気通信設備の接続は、代替性があることから、

接続料、接続の条件などが適切かどうかを事前に判断する理由が乏しく、事業者の経営

判断に委ねたとしても、競争上の問題は生じない。仮に事業者間で紛争などが生じたと

しても、総務大臣による命令・裁定手続が規定されており、十分対応が可能である。 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法第３８条の４ ⑥共管 

 

なし 

⑦制度の概要 

 

指定電気通信設備を設置しない第一種電気通信事業者、特別第二種電気通信事業者が、

他事業者と電気通信設備の接続に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、

あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。 

⑧計画等におけ

る記載の状況 

該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定   □ 検討中    □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  ■ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

 

（説明）  

 

１ 「ＩＴ革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての最終答申」の中で、指定電気通

信設備以外の設備に係る接続協定については、電気通信事業者間の取引に関するものであり、利用者保護の観点に

配意する必要が小さいと考えられることから、現行制度と同様に事前届出制とする場合の規制コストと裁定等に際

し必要な情報収集に係る迅速性とを総合的に勘案しつつ、一層の規制緩和を進めることが可能であるか更に検討が

必要と提言されている。 

 

２ これを受け、指定設備以外の接続に関する接続協定の届出の廃止を含む電気通信事業法の改正法案を今

通常国会に提出済。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部 料金サービス課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分     野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項     目  外国政府・外国企業との協定等の認可の廃止 

④意見・要望等の

内容 

 

 

 

日本の移動体通信事業者と海外の移動体通信事業者との間でローミング契約を締結する、ある

いは日本の事業者と海外の事業者との間で新たに接続協定を締結する場合、関係者が合意に達し

ていたとしても、わが国の事業者は認可を受けた後でなければ、契約書等に調印できず、その結

果、利用者ニーズに即応した機動的なサービス提供に支障がでる。 

認可にあたっては、外国語でかかれた協定の細目を翻訳して申請しなければならないケースも

あり、事業者にとって多大な負担となっている。 

なお、規制改革３ヵ年計画では、携帯電話の国際ローミングに係る海外事業者等との協定等を

認可対象外とすることについて必要に応じ検討するとされているが、今後のＩＭＴ２０００の円

滑な発展を考えれば、早急に認可対象外とするとともに、認可制そのものを廃止すべきである。 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法４０条 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、外国政府又は外国法人などとの間で

電気通信業務に関する協定又は契約等を締結、変更、廃止する場合、認可を受けなければならな

い。 

⑧計画等における

記載の状況 

Ⅲ－１－（３）－イ－⑤ 

携 帯 電 話 の 国 際 ロ ー ミ ン グ の 実 施 に 係 る 海 外 事 業 者 等 と の 間 の 協 定 等 の 締 結 に

関 し 、 諸 外 国 に お け る 次 世 代 携 帯 電 話 (IMT- 2 0 0 0 )サ ー ビ ス の 開 始 状 況 等 を 踏 ま え

つ つ 、 総 務 大 臣 の 認 可 の 対 象 外 と す る こ と に つ い て 検 討 す る 。  

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的 

措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明）  

 次世代携帯電話（ＩＭＴ－２０００）サービスが本格的に提供され、一部事業者において国際ローミングも実施さ

れていることから、諸外国の状況等をみつつ、携帯電話の国際ローミングに関し、認可対象外とすることについて検

討しているところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課、データ通信課 
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                                      【総務省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 自由かつ公正な競争の促進の行政への義務付け 

④意見・要望

等の内容 

自由かつ公正な競争を促進するための規定を充実させる。 

 

⑤関 係 法 令  電気通信事業法第１条 ⑥共管 

 

なし 

⑦制度の概要 

 

法律の目的に「電気通信事業の公正な競争を促進する」ことを明記している。 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  ■ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

実施（予定）時期：    

 

（説明）  

 

１ 「ＩＴ革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての最終答申」の中で、Ｉ

Ｐ化・ブロードバンド化といったネットワーク構造や市場構造の急激な変化に柔軟に対応するとともに、

電気通信事業者の多様な事業展開を促すため、電気通信事業法における一種・二種の事業区分を廃止す

る等競争の枠組みについて見直すことが提言されている。 

２ これを受け、非対称規制や接続ルールといった公正な競争を促進するための枠組みは確保しつつ、事業

者のより柔軟な事業展開を促し、活発な競争を促進するため、一種事業に係る許可制の廃止等を含む電気

通信事業法の改正法案を今通常国会に提出済。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課 
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                                       【総務省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 事業変更許可等ならびに役務区分の廃止 

④意見・要望

等の内容 

事業変更許可等ならびに役務区分を廃止する。 

 

⑤関 係 法 令  電気通信事業法 ⑥共管 

 

なし 

⑦制度の概要 

 

 

第一種電気通信事業者の業務区域、電気通信設備の概要の変更には、軽微な変更を除き変

更の許可が必要。 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 Ⅲ－1－(3)－イ－②－c 

業務区域拡大に係る変更許可制の届出化 

 Ⅲ－1－(3)－イ－③ 

電気通信事業における事業区分について、今後のネットワークの動向やネットワーク構築

における柔軟性確保、競争の進展状況を踏まえ、また、通信と放送の融合化の進展、諸外

国におけるハード・ソフト分離規則の動向等に配慮しつつ、制度の簡素化等の観点等を含

め、見直しに向けた検討に着手する。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  ■ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

実施（予定）時期：    

（説明）  

１ 「ＩＴ革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての最終答申」の中で、IP

化・ブロードバンド化といったネットワーク構造や市場構造の急激な変化に柔軟に対応するとともに、

電気通信事業者の多様な事業展開を促すため、電気通信事業法における一種・二種の事業区分を廃止す

る等競争の枠組みについて見直すことが提言されている。 

２ これを受け、第一種電気通信事業の参入・変更に係る許可制の廃止を含む電気通信事業法の改正法案を

今通常国会に提出済。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課 
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                                        【総務省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 事業の一部分割における電気通信事業法上の地位の継承 

④意見・要望

等の内容 

 

会社分割により、電気通信事業の一部を譲り受けた会社は、改めて許可申請等を行わなく

とも、その地位を承継できるようにする。 

 

⑤関 係 法 令  電気通信事業法 ⑥共管 

 

なし 

⑦制度の概要 

 

第一種電気通信事業者が事業の一部を分割する場合には、当該事業を承継する者は新たに

許可等が必要。 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  ■ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

実施（予定）時期：    

（説明）  

１ 「ＩＴ革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての最終答申」の中で、Ｉ

Ｐ化・ブロードバンド化といったネットワーク構造や市場構造の急激な変化に柔軟に対応するとともに、

電気通信事業者の多様な事業展開を促すため、電気通信事業法における一種・二種の事業区分を廃止する

等競争の枠組みについて見直すことが提言されている。 

 

２ これを受け、第一種電気通信事業者の参入･変更に係る許可制の廃止等を含む電気通信事業法の改正法

案を今通常国会に提出済。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課 
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                                       【総務省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 料金・契約約款規制の撤廃 

④意見・要望

等の内容 

料金・契約約款に関する規制を原則撤廃する。 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法 ⑥共管 

 

なし 

⑦制度の概要 

 

 

第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者以外の第一種電気通信事業者

は、料金・契約約款についてその実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 

 第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の料金については上記の他、

一部に上限価格方式が適用されるとともに、契約約款については総務大臣の認可を受けな

ければならない。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 Ⅲ－1－(3)－イ－②－ｂ 

市場支配力を有さない第一種電気通信事業者の契約約款について、認可制を一定の条件下

で届出化。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  ■ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

実施（予定）時期：    

（説明）  

１ 「ＩＴ革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての最終答申」の中で、IP

化・ブロードバンド化といったネットワーク構造や市場構造の急激な変化に柔軟に対応するとともに、

電気通信事業者の多様な事業展開を促すため、電気通信事業法における一種・二種の事業区分を廃止す

る等競争の枠組みについて見直すことが提言されている。 

２ これを受け、料金等の提供条件については、市場における当事者間の相対取引に委ねることを原則とし、

当該提供条件に係る契約約款の作成・届出等を原則不要とする電気通信事業法の改正法案を今通常国会

に提出済。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課 
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                                      【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 外国政府等との協定等の認可の廃止 

④意見・要望等の

内容 

 

 

 

日本の事業者が外国の政府または事業者と新たに協定を締結する場合、日本の事業者は認可を

受けた後でなければ協定等を発効できず、機動的なサービス提供に支障が生じる。 

なた、認可にあたっては、外国語でかかれた協定の細目を日本語に翻訳して申請しなければな

らないケースもあり、事業者にとって多大な負担となっている。 

 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法４０条 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、外国政府又は外国法人などとの間で

電気通信業務に関する協定又は契約等を締結、変更、廃止する場合、認可を受けなければならな

い。 

⑧計画等における

記載の状況 

Ⅲ－１－（３）－イ－⑤ 

携 帯 電 話 の 国 際 ロ ー ミ ン グ の 実 施 に 係 る 海 外 事 業 者 等 と の 間 の 協 定 等 の 締 結 に

関 し 、 諸 外 国 に お け る 次 世 代 携 帯 電 話 (IMT- 2 0 0 0 )サ ー ビ ス の 開 始 状 況 等 を 踏 ま え

つ つ 、 総 務 大 臣 の 認 可 の 対 象 外 と す る こ と に つ い て 検 討 す る 。  

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的 

措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明）  

 次世代携帯電話（ＩＭＴ－２０００）サービスが本格的に提供され、一部事業者において国際ローミングも実施さ

れていることから、諸外国の状況等をみつつ、携帯電話の国際ローミングに関し、認可対象外とすることについて検

討しているところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課、データ通信課 
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                                  【 総 務 省 】 

①分    野 ＩＴ関係 ②要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項    目 NCTE(Network Channel Terminating Equipment)の機能的仕様に関する情報開示規制の撤廃 

④要望の内容 

 

 

 

 機能的仕様が ISO、ＩＴU、IEEE 等で標準化され、かつ既に同一の機能的仕様を持つ端末

が市場に存在する場合、NCTE の機能的仕様に関する技術情報の事前開示規則を撤廃する。 

 

 

⑤関 係 法 令 なし ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 第一種電気通信事業者が新たな通信サービスを提供する場合、原則サービス開始の 12 ヶ

月以上前に、回線の終端に接続する NCTE の機能的仕様に関する技術情報を開示しなければ

ならない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

■措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難   □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）    

（説明）  

 1990 年の日米合意により、電気通信事業者の新たなサービスとして端末設備製造業者に広く周知する理

由等から、端末設備の機能的仕様について、サービス開始前 12 ヶ月以上（軽微な変更の場合は 6 ヶ月）の

技術開示を必要としているものであるが、既にＩＴU-T 勧告等、公式な標準に通信方式、機能的仕様等が掲

載されたものは、標準化の段階では端末機器の製造が可能とみなすことができるものとして、サービス開始

前までに技術開示を行うことで足ることとして運用している。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 



 17

                                    【総 務 省】 

①分    野 ＩＴ関係関係 ②要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項    目 電力線搬送通信の高度化のための環境整備 

④要望の内容 

 

 

 

 電力線搬送通信設備に使用する周波数の拡大によって、当面、宅内系電力線搬送通信を

可能とするため、継続的に実証実験が行えるような環境を整備してほしい。 

 

 

⑤関 係 法 令 電波法第 100 条  

電波法施行規則第 44 条 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

電波法では、他の通信への妨害を排除する観点から、高周波電流を使用する一定の設備

に対して、その設備を設置する際に許可を必要としている。 

また、電力線搬送通信設備は、使用する高周波電流が電力線から妨害電波という形で放

射されることから、他の無線通信への妨害を排除するため、使用周波数を 450kHz 以下と定

めている。 

また、実験を行う設備についても、他の通信への妨害排除という観点から、使用周波数

を 450kHz 以下としている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 該当なし 

⑨対応状況・ 

 対応方針 

□ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期：16 年 3 月）    

（説明）  

 電力線搬送通信設備に使用する周波数を拡大することは、他の通信への妨害が危惧されることから、現時

点では、認めないこととしている。 

 しかし、放射される電波の強さを大幅に小さくする技術開発を行うための実証実験については、他の通信

に影響を与えずに行うことが可能な条件について検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 
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                                  【 総 務 省 】 

①分    野 ＩＴ関係 ②要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項    目 無線 LAN サービスのアクセスポイント等における停電対策義務の不要化 

④要望の内容 

 

 

 

 電源設備の機器の機能を代替することができる予備機器の設置等の義務に関して適用除

外を受けている場合には、第一種電気通信事業者が屋内に無線 LAN のアクセスポイントを

設置する際、停電対策を不要とする。 

 

⑤関 係 法 令 事業用電気通信設備規則第４条、第 10

条、第 11 条、第 16 条 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 第一種電気通信事業者が無線 LAN サービスのアクセスポイントを屋内に設置する場合、

電力の供給が停止した際に通信が停止することのないよう、自家用発電機の設置等の措置

を講じなければならない（いわゆる停電対策義務）。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）    

（説明）  

 事業用電気通信設備規則第 16 条第 2 項では、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用

電気通信回線設備について適用除外としており、屋内における無線 LAN の基地局についても同項の規定を適

用できるものと解釈しており、停電発生時に影響を及ぼす範囲として無線 LAN は、伝搬到達距離が比較的短

いこともあり、自家用発電機及び蓄電池等を設置することなく運用できるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 
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                                       【総務省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 社団法人 日本経済団体連合会 

③項   目 実験局の免許要件の緩和 

④要望の内容 
 新しい無線方式の実証実験等のための実験局免許は、将来の商用化の目処、無線規則の

整備を条件とすることなく、技術の将来性や波及効果などを勘案して、免許を付与する。 

⑤関 係 法 令 

・電波法第４条 

・無線局(放送局を除く。) の開設の根

本的基準第６条 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 一般的に、実験局を含め、無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなけ

ればならない。【電波法第４条】 

 また、実験局については、実験の目的及び内容が電波科学若しくは技術の進歩発展又は

科学的知識の普及に貢献する合理的な見込みのあるものであることなど、一定の条件を満

たすものでなければならない。【無線局(放送局を除く。) の開設の根本的基準第６条】 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 構造改革特区推進のためのプログラム(平成 14 年 10 月 11 日：構造改革特区推進本部決

定) 

別表２ 

 
講 じ ら れ
る 規 制 改
革事項  

規 制改革
事項に係
る根拠法
令等  

規制改革の内容  実施時期  所管省庁  

408 
実 験 用 無
線 局 の 開
設 要 件 の
緩和  

電 波 法 第
４条  

実験局の開設の促進方策につい
て、「電波有効利用政策研究会」
の報告も踏まえて検討し、２０
０３年度中に結論を得 た 上
で、所要の措置を講ずる。  

平成 15年度
中 総務省 

 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

□ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         ■ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期：１５年度中） 

（説明） 
 総務省では、電波有効利用技術の開発促進に向けた環境整備を図るため、実験局の開設を促進することは
重要な課題であることから、現在開催している｢電波有効利用政策研究会｣においても、実験局の開設の促進
方策について、制度的･技術的な観点から検討を進めていたところだが、昨年 12 月 25 日に第一次報告書を
公表したところ。 
 報告書においては、実験局の開設を促進するため、既存無線局への混信が発生しないことを前提として、
予め地域や周波数帯域を特定し、空中線電力等を制限するとともに、免許期間を 1 年程度の短期間に限定し、
かつ、停波の確実性も担保した実験局(短期実験局)を設定し、実験用周波数を確保するとともに、①実験目
的を審査しないことや、②実験者やメーカ等の技術的能力を確認できる場合には、落成検査の省略の可能性
を含め、技術基準への適合性の適合性確認手続きを一層簡素化すること等により免許手続きの迅速化を図る
ことが適当である旨提言をいただいたところ。 
 今後は、この提言も踏まえて検討し、平成 15 年度(2003 年度)中に結論を得た上で、所要の措置を講ずる
予定。 
 なお、「無線規則の整備」については、実験局の開設の条件としていないため、事実誤認。 
 
 
 
 
 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 超広帯域無線方式（UWB:Ultra Wideband）の利用のための制度整備 

④意見・要望等

の内容 

 

 

超広帯域無線方式を利用可能とするための制度を整備する。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 電波法施行規則、電波法設備規則、告示等 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

 

 

 

UWB システムは、非常に広い周波数を利用するため、同じ周波数帯を利用する多数の既存の無線シ

ステムとの周波数共用条件を検討することが必要。 

現在、情報通信審議会において UWB 無線システムの技術的条件について検討中。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済        ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定       □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：     ） 

（説明） 

 UWB システムは、現在、情報通信審議会において技術的な検討を実施中であり、その検討結果を踏まえ、必要な技術

基準の制定について検討の予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 
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                                         【総 務 省】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 携帯電話端末の開放 

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

通信事業者のみならず、端末製造業者による携帯電話端末の一層自由な仕様決定・販売を認める。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 なし ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

 

 

 

なし 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明）  

 電気通信事業法上、携帯電話端末の仕様決定・販売の主体に関する規制は存在しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課、電気通信技術システム課 
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                                    【 総 務 省 】 

①分 野 ＩＴ関係 ②要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 端末機器・特定無線設備の基準認証制度への自己適合宣言方式の早期導入 

④要望の内容 

 

 

 

 製造者等が自ら又は第三者試験機関によるテストを行い、そのデータをもとに技術基準
への適合を自ら宣言する方式を早期に導入するべきである。 
 総務省が開催する「端末機器及び特定無線設備の基準認証制度に関する研究会」が公表
した「検討の基本的方向性」は、企業コストの低減、自己責任の重視と言う観点から問題
があり、自己適合宣言方式を導入したとしても、その効用は限定的なものに止まるおそれ
がある。 
 自己適合宣言方式の導入にあたっては、製品の企画・開発・製造から市場投入までの一
連のプロセスにおける品質管理全般に製造者等が責任を負うことが前提となっており、そ
うした自己責任の重さと、それを自ら市場に向けて宣言することによる責任の明確さが製
造者等の内部規律の強化につながるものであることから、自己責任重視の考え方を貫くべ
きである。 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法第５０条、第７１条 

電波法第３８条の２、第３８条の５ 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 端末機器・特定無線設備が、電気通信事業法若しくは電波法に定める技術基準に適合し

ていることを総務大臣が指定した機関から認定若しくは証明を受けることができる制度

で、この制度を活用することにより無線局の免許手続の簡素化等が図られている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

別添 1―1―(1)―① 

電話機やモデム等の通信端末機器の技術基準適合認定制度及びＰＨＳ等の特定無線設備の

技術基準適合証明制度については、諸外国の制度との整合性を図る観点から、回収命令、

罰則の強化などの事後措置の拡充強化を前提とした自己適合宣言制度の導入について、引

き続き対象分野の特性を踏まえて検討する。（平成１４年検討・結論） 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施予定時期：公布後９月以内） （結論時期：  年 月）    

（説明）  

 平成１４年５月から学識経験者等で構成される研究会を開催し、自己適合宣言制度の導入に向けた具体的

な方策について検討を行い、パブリックコメントとして寄せられた意見も踏まえ、同年１２月１６日に報告

書を取りまとめ、公表したところ。 

 研究会における検討結果を踏まえ、自己適合宣言制度の導入に向けた具体的な法制度の整備について検討

を行い、今通常国会に電気通信事業法及び電波法の改正法案を提出。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課、電波部電波環境課 
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                                  【 総 務 省 】 

①分    野 ＩＴ関係 ②要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項    目 端末機器・特定無線設備の技術基準適合認定・証明のための審査の改善 

④要望の内容 

 

 

 

 申請が集中しているとの理由から審査開始まで２週間程度待たされる場合があるが、速

やかに申請を受理し、審査を開始すべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法第５０条、第７１条 

電波法第３８条の２、第３８条の５ 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 端末機器・特定無線設備が、電気通信事業法若しくは電波法に定める技術基準に適合し

ていることを総務大臣が指定した機関から認定若しくは証明を受けることができる制度。

この制度を活用することにより無線局の免許手続の簡素化等が図られている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）    

（説明）  

 指定認定（証明）機関に対し、認定（証明）の申請があった場合には、正当な理由がある場合を除き、遅

滞なく審査を行うよう、今後とも指導していく。 

 なお、端末機器・特定無線設備については、製造業者等の供給者が、製品が技術基準に適合していること

を自ら宣言できる自己適合宣言制度の導入に向けた具体的な法制度の整備について検討を進めているとこ

ろ。 

  

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課、電波部電波環境課 
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                                     【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項 目 審議会（電波監理審議会）の中立性等の確保 

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

 審議会、研究会委員等の中立性等に関して、明確な基準がない。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 電波法第９９条の３ ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

 

 

 

電波監理審議会は、電波法第９９条の３第３項に基づき、委員は放送事業者や第一種電気通信事業者

などの利害関係者を排除する厳格な欠格事由が法定されており、また、その委員の任命に当たっては、

同条第１項により任命権者である総務大臣の判断だけではなく、事前に国民の代表である国会の同意

を得ることが定められている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明）  

 電波法第９９条の３に規定済みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局総務課 
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【総 務 省】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 ＥＵ 

③項 目 電子通信サービスの技術的に中立な規制枠組の確立 

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

 ローカル／長距離有線市場及び無線市場事業における指定事業者が、特に非競争的な行為や接続の

防止に関して、同等な権利と義務を得ることができるようにするために、電子通信サービスの技術的

に中立な規制枠組みを確立すべき。 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 市場支配的な電気通信事業者については、次の２類型が設けられている。 

 ・第一種指定（地域固定系）電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者 

 ・第二種指定（移動体系）電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者であって、収益ベースの

市場シェアが２５％を超え、当該シェアの推移その他の事情を勘案して総務大臣が指定したも

の 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

 

（説明） 

 異なる特性を有する市場において、画一的な規制を課すことは適当でなく、市場支配的な電気通信事業者の指定に

当たっては、個々の市場の特性を踏まえて判断し、公正競争を確保する上で必要な規律を課すことが必要である。 

 また、長距離通信市場には、多数の加入者を直接収容する場合や、同一の市場において全国的にサービスを展開し

ている事業者が存在しない等設備の代替性が無い状況が存在していないことから、現時点においては当該市場に支配

的事業者規制を設けることは不要。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 
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                                      【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 ＥＵ 

③項 目 ＮＴＴ法の廃止等 

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

 

 

 

電気通信規制当局は事業の供給者から完全に独立であり、公正であるべきである。そして日本市場に

おける競争の促進に専念すべきである。規制当局は規制（競争、ユニバーサルサービス、ライセンシ

ングの促進）にのみ関わり、事業者の経営管理に関して干渉しないということを法的文書に明記する

ことが重要である。それゆえ、ＥＵは、電気通信事業法（適宜改定）に鑑みてユニバーサルサービス

の支配的な供給者に対してあらゆる必要な規制管理が行われるべきなので、ＮＴＴ法は廃止されなけ

ればならず、国家もしくは公的な株式保有者が通信分野において他の分野とは異なる扱いを受けては

ならない、と考える。 

⑤関 係 法 令  日本電信電話株式会社等に関する法律 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

 

日本電信電話株式会社等に関する法律により、役員選解任認可、事業計画認可、定款変更認可、政

府株式保有義務、外資規制等の規制が課せられている。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

 

（説明）  

 

ＮＴＴに対する規制については、ＮＴＴ株式政府保有義務のあり方やユニバーサルサービスの確保などを含めた、

ＮＴＴのあり方全般についての検討を踏まえて措置すべき事項と考える。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 
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【総務省・公正取引委員会】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 ＥＵ 

③項 目 支配的事業者の指定及び市場の定義の作業主体の分離等 

④意見・要望等

の内容 

 支配的事業者の指定はすべてのサービス市場（長距離有線市場を含む）で技術的に中立に行われる

ようにすべき。市場参入条件への影響の有無を基準とし、事前に設定される特定の基準に基づくべき

ではない（移動市場の場合のように）。市場参入条件への影響をもつ事業者の指定は、規制的な義務

が適用される以前に、なかんずく長距離及び移動市場において競争調査に従うべき。関連するプロダ

クトマーケットの表示リストも発表されるべき。支配的事業者の指定および市場の定義の作業は、望

むらくは、それぞれ、規制当局たる総務省と、競争当局たる公正取引委員会が行うべきである。 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要   市場支配的な電気通信事業者については、次の２類型が設けられている。 

 ・第一種指定（地域固定系）電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者 

 ・第二種指定（移動体系）電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者であって、収益ベースの

市場シェアが２５％を超え、当該シェアの推移その他の事情を勘案して総務大臣が指定したも

の 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明） 

 異なる特性を有する市場において、画一的な規制を課すことは適当でなく、市場支配的な電気通信事業者の指定に

当たっては、個々の市場の特性を踏まえて判断し、公正競争を確保する上で必要な規律を課すことが必要である。 

 また、長距離通信市場には、多数の加入者を直接収容する場合や、同一の市場において全国的にサービスを展開し

ている事業者が存在しない等設備の代替性が無い状況が存在していないことから、現時点においては当該市場に支配

的事業者規制を設けることは不要。 

 市場支配的な電気通信事業者の指定については、電気通信事業法において、総務大臣が指定するものとされている。 

 公正取引委員会は、個々の市場の特性を踏まえ、公正かつ自由な競争が阻害されるおそれのある行為について独占

禁止法の規定に基づいて、当該行為の排除等厳正に対処することとしている。 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 

公正取引委員会事務総局経済取引局調整課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 ＥＵ 

③項 目 電気通信事業法における共同支配の概念の考慮 

④意見・要望等

の内容 

共同支配の概念も、現在は改正電気通信事業法には含まれてないが、日本の規制枠組みにおいて、考

慮されるべきである。 

 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

 

市場支配的な電気通信事業者については、次の２類型が設けられている。 

・ 第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者 

・ 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者であって、収益ベースの市場シェアが

25％を超え、当該シェアの推移その他の事業を勘案して総務大臣が指定したもの 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明）  

複数事業者が共同して行う反競争的行為に対しては、業務改善命令及び料金変更命令にて対処可能となっていると

ころである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部 事業政策課 
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【総務省・公正取引委員会】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 ＥＵ 

③項 目 全ての指定業者に反競争的行為を防止する事前対策を原則的にまた体系的に適用等 

④意見・要望等

の内容 

 全ての指定事業者に、反競争的行為を防止する事前対策を原則的にまた体系的に適用すべき。ある

事業者が反競争的行為に従事しているかどうかの規制当局による証拠基準が日本において適応され

るべき。非対称規制の原則と矛盾することなく、非支配的事業者による反競争的行為は、競争当局に

よって事後的に介入されるべき。 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法、独占禁止法 ⑥共 管 総務省、公正取引委員会 

⑦制度の概要   電気通信事業法においては、市場支配的な電気通信事業者を対象として、(1)接続により得られた

情報の目的外利用・提供、(2)特定の電気通信事業者への不当に優先的な又は不当に不利な取扱い、

(3)製造・販売業者等への不当な規律・干渉の３つの反競争的行為を予め禁止し、それらに違反する

行為が発生した場合には速やかに是正し得る措置（停止・変更命令制度）を整備している。また、市

場支配的な電気通信事業者以外の電気通信事業者による反競争的行為については、業務改善命令等の

事後的な是正措置を整備している。 

 独占禁止法においては、事業者一般を対象として、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法、

一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合等の反競争的行為を禁止し、こ

れら行為を排除する措置を整備している。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

Ⅲ－１－（３）－イ－① 

 市場支配力を有する電気通信事業者の反競争的行為を防止、除去するための規制を導入する。 

Ⅲ－１－（３）－イ－⑩－ａ 

 電気通信事業分野における公正な競争を促進する観点から、独占禁止法上又は電気通信事業法上問

題となる行為や、競争を一層促進する観点から事業者が採ることが望ましい行為の具体的事例を示し

た独占禁止法上及び電気通信事業法上の指針を平成１３年中に取りまとめ、公表する。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明） 

 市場支配的な電気通信事業者が行う反競争的行為を禁止するため、平成１３年１１月に施行された電気通信事業法

等の一部を改正する法律（平成１３年法律第６２号）において、上記⑦前段の制度を整備済。 

 また、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（平成１３年１１月 公正取引委員会・総務省）に

おいて、独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為等を具体的に明確化している。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 

公正取引委員会事務総局経済取引局調整課 
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                                       【総務省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 EU 

③項 目 第一種事業者に対しての卸し及び小売料金告知要件の廃止 

④意見・要望

等の内容 

市場において重要な力をもたない第一種事業者に対しては卸しおよび小売料金告知要件を

廃止すべきである。非対称規制の原則に沿って告知要件は指定第一種事業者のみに課せら

れるべきである。 

 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法 ⑥共管 

 

なし 

⑦制度の概要 

 

 

第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者以外の第一種電気通信事業者

の料金は、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。 

なお、卸電気通信役務については、上記の規制は課されない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 Ⅲ－1－(3)－イ－②－ｂ 

市場支配力を有さない第一種電気通信事業者の契約約款について、認可制を一定の条件下

で届出化。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  ■ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

実施（予定）時期：    

（説明）  

１ 「ＩＴ革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての最終答申」の中で、IP

化・ブロードバンド化といったネットワーク構造や市場構造の急激な変化に柔軟に対応するとともに、

電気通信事業者の多様な事業展開を促すため、電気通信事業法における一種・二種の事業区分を廃止す

る等競争の枠組みについて見直すことが提言されている。 

２ これを受け、料金等の提供条件については、市場における当事者間の相対取引に委ねることを原則とし、

当該提供条件に係る契約約款の作成・届出等を原則不要とする電気通信事業法の改正法案を今通常国会

に提出済。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課 
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                                       【総務省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 EU 

③項 目 第一種（設備供給事業者）と第二種（再販事業者）のライセンス区分の廃止 

④意見・要望

等の内容 

第一種（設備供給事業者）と第二種（再販事業者）のライセンス区分の廃止する。 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法 ⑥共管 

 

なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

電気通信事業は、電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する第一種電気通信

事業とそれ以外の第二種電気通信事業とに区分されている。 

また、この事業区分を基に、事業許可、事業変更許可等の事前規制が課される体系とな

っている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 Ⅲ－1－(3)－イ－③ 

電気通信事業における事業区分について、今後のネットワークの動向やネットワーク構築

における柔軟性確保、競争の進展状況を踏まえ、また、通信と放送の融合化の進展、諸外

国におけるハード・ソフト分離規則の動向等に配慮しつつ、制度の簡素化等の観点等を含

め、見直しに向けた検討に着手する。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  ■ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

実施（予定）時期：    

（説明）  

１ 「ＩＴ革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての最終答申」の中で、IP

化・ブロードバンド化といったネットワーク構造や市場構造の急激な変化に柔軟に対応するとともに、

電気通信事業者の多様な事業展開を促すため、電気通信事業法における一種・二種の事業区分を廃止す

る等競争の枠組みについて見直すことが提言されている。 

２ これを受け、一種・二種の事業区分を廃止するとともに、第一種電気通信事業に係る参入許可制の廃止

（登録／届出へ移行）を含む電気通信事業法の改正法案を今通常国会に提出済。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分    野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 ＥＵ 

③項 目 ユニバーサルサービスの電気通信事業法での取扱等 

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

・ユニバーサルサービスの費用は、ＬＲＩＣに基づくべきであり、ユニバーサルサービスを提供する

上での便益は、費用の計算に十分考慮されるべきである。 

・ユニバーサルサービスの仕組は、基金を第三国の顧客から得ることをさけるべきである。 

･ユニバーサルサービスに関するすべての規定は、被差別でなければならず、どの事業者が遂行すべ

きかを予断してはならないので、電気通信事業法にて扱われるべきである。 

⑤関 係 法 令 電気通信事業法第等 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

 

 

 

電気通信分野においてユニバーサルサービスに該当する東・西ＮＴＴの電話サービスは、現在、採

算地域から不採算地域への内部相互補助により、その提供が確保されている。しかし、今後、地域通

信市場における競争が進展すれば、内部補助が困難となると見込まれることから、ユニバーサルサー

ビスの提供を今後も確保するため、他の事業者からも応分のコスト負担を求めるユニバーサルサービ

ス制度を創設したものである。 

なお、事業者のコスト負担は、適格電気通信事業者のユニバーサルサービスの提供に要する純費用

の額（収入費用方式（相殺型）を採用）について各電気通信事業者の収入の割合に応じた負担を求め

るものである。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

Ⅲ－1－(3)－イ－⑦ 

電気通信分野におけるユニバーサルサービスの提供を確保するため、地域通信市場の競争の進展状

況に応じて、必要なコストを合理的基準に基づき電気通信事業者間で負担する制度を設ける。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的 

措置の検討中 

（実施時期：平成１４年６月）    

（説明）  

 交付金の額の算定に用いる原価は、設備管理部門及び設備利用部門ごとに算定することとなるが、設備管理部門に

おいてＬＲＩＣ方式を採用し、設備利用部門については、競争対応費用等を除外するなど、コスト負担事業者に対し

て、不必要な負担をさせないよう配慮している。また、純費用の算定に収入費用方式（相殺型）を採用することによ

って、不採算地域はもとより採算地域においても費用から収入が差し引かれることとなり、これによりユニバーサル

サービスを提供することによる便益は考慮されていると考えられる。 

 ユニバーサルサービス制度は受益者負担制度と位置付けられるものであり、負担金は適格電気通信事業者の電気通

信設備からの受益の程度に応じて電気通信事業者が負担するものであり、第三国の顧客から得るものではない。 

 本制度は、東・西ＮＴＴ自らのコスト負担によりユニバーサルサービスを提供する仕組みから他の電気通信事業者

も応分のコスト負担を行う仕組みへ転換するための制度であるが、東・西ＮＴＴ以外の他の事業者も適格電気通信事

業者として交付金の交付を受けることが可能であり差別性はないと考える。また、適格電気通信事業者の指定､交付金

の交付、負担金の徴収等、すべて電気通信事業法、施行令、省令に規定されており、具体的な制度の内容は、情報通

信審議会で議論していく中で、パブリック・コメントや関係者からのヒアリングを実施し、公正透明な手続きを行っ

て規定しているものである。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 ＥＵ 

③項 目 周波数割当 

④意見・要望等

の内容 

補足的な IMT-2000 帯域（特に 2.5GHz 帯）と 3G 移動通信システム後の帯域に対する周波数帯割当て

を調和させる。 

 

 

⑤関 係 法 令  電波法（無線設備規則、周波数割当計画） ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

 

欧州は、2500～2690MHz を IMT-2000（3G 移動通信システム）用に使用することを 2002 年 11 月に

決定。現在、我が国では、2520～2535MHz 及び 2655～2690MHz を移動衛星業務用、2535～2655MHz を

放送衛星業務用及び 2500～2690MHz を移動業務用(IMT-2000 用に限定しない一般的なもの。)に分配

しているが、我が国でも IMT-2000 用にこの 2.5GHz 帯を使用できるよう要請しているもの。 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 該当なし 

 

 

 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済        ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定       □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期： ）   

（説明）  

IMT-2000 用周波数については、国際電気通信連合(ＩＴU)の世界無線通信会議（国際周波数分配を検討する会議）に

おいて、従来の 2GHz 帯に加えて、2000 年に 800MHz 帯、1.7GHz 帯、2.5GHz 帯を追加し、各国の事情に応じて各々の周

波数帯を使用できることとした。 

IMT-2000 は国際的に使用されるため、その周波数の国際的調和が重要であることから、欧米諸国と十分な意見交換

を行い、また国内における導入希望を調べた上で、2.5GHz 帯についても IMT-2000 への割当てを行うかどうか決定する

予定。なお、具体的には、欧州において 2004 年に決定する同帯域の使用方法（地上系又は衛星系）を踏まえて、決定

することとなる。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課、移動通信課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 社団法人日本船主協会 

③項 目 インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し  

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

 無線局管理（インマルサット船舶地球局、海岸地球局）は同一の免許人が行うことが適切として、

船舶地球局の免許人はＫＤＤＩとなっている。しかしながら、船舶地球局はＧＭＤＳＳ設備として搭

載が義務付けられるものであり、運航管理者が当該設備を所有し、無線従事者の配置を含め実質的に

管理している。ＫＤＤＩが免許人となり運航管理者と主管庁との間に入ることで手続きが煩雑となる

面もあることから、義務船舶局に併設される船舶地球局の設備は、船舶局の一無線設備とし、船舶の

運航管理者を免許人とするよう見直すべきである。 

 なお、外国においてわが国と同様の制度を採用している国があるとは聞いていないが、各国におけ

る制度の状況も参考として対処すべきである。 

 

⑤関 係 法 令  電波法第６条 ⑥共 管  なし 

⑦制度の概要  

 

 インマルサット船舶地球局については、電気通信業務を目的として、船舶に開設される無線局であ

り、免許人は電気通信事業法に基づく電気通信事業者となっている。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明）  

 インマルサット船舶地球局は、回線の設定等が電気通信事業者所有の海岸地球局により管理されており、船舶地球

局と海岸地球局は技術的に一体性が強く、無線局管理は同一の免許人の責任において行うことが適切である。 

 なお、運航管理者と免許人が異なることによる手続きの煩雑さについては、免許人から運航管理者に対して余裕を

もった免許状の手交ができるよう、これらに要する期間を考慮した事務処理を行うことによりその軽減を図っており、

また、免許人と運航管理者との間においても、無線局検査の立会いを免許人から運航管理者に委託することにより、

経済的な負担の軽減も図ってきているところである。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名  総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 個人 

③項 目 接続点ごとの携帯接続料とその根拠の公表 

④意見・要望等

の内容 

 

携帯電話網の接続においても、例えば基地局までの接続等、それぞれの接続料金を明示し接続料

金の根拠を公表すべき。 

 

⑤関 係 法 令  電気通信事業法第３８条、第３８条の３、

第３８条の４等 

⑥共 管  

⑦制度の概要  

 

 

 

 

 

第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者からその電気通信設備に接続すべき旨の請求を受

けたときは、合理的理由がなければ、これに応じなければならない。また、第一種電気通信事業者

は、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続に関する協定を締結・変更するときは、総務大臣に

届け出なければならない。第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、当該第二

種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき金額及び接

続の条件について接続約款を定め、届出、公表を行わなければならない。 

 

⑧計画等におけ

る記載の状況 

該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明） 

 電気通信事業法上、第一種電気通信事業者は、その電気通信設備に対し接続すべき旨の請求を受けた場合、合理的

な理由がある場合を除き、これに応じなければならないと規定されている。このため、接続の請求を受けた場合には

合理的な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、これに応じる場合には、第二種指定電気通信設備（相

対的に多数の加入者を収容する電気通信設備）を設置する第一種電気通信事業者は、当該接続料等を接続約款に定め

て届出・公表し、当該事業者以外の携帯電話事業者については、接続協定を結び、届け出なければならない。 

 携帯電話事業者のうち、第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者については、接続料の算定根拠

の公表が、当該事業者以外の携帯電話事業者については、それに加えて接続料の公表が義務付けられていないが、届

出内容をチェックすることにより、必要があると認める場合には、その変更・改善を命ずることで足りるものと考え

ている。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 
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                                    【総 務 省】 

①分   野 ＩＴ関係  ②要望提出者 （社）日本経済団体連合会  

③項   目 ５ＧＨｚ帯加入者系無線アクセス通信における無線中継の容認 

④要望の内容 

 

 

 

５GHz 帯の加入者系無線アクセス通信において、陸上移動局を基地局と有線で接続することで、

中継用として使用することも可能とする。 

 

⑤関 係 法 令  電波法施行規則第６条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

５ ＧＨｚ帯無線アクセスシステムの陸上移動局は、加入者の端末側に設  

置され、電気通信事業者の設置した基地局と通信を行う。  

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

□ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）    

（説明）  

５ＧＨｚ帯の周波数は非常に逼迫した状況にあり、こうした中で、無線を用いた高速インターネット接続等を可能

とする新たな需要に応えるものとして、５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムを導入し、限られた周波数を事業者間で共

用することにより周波数の有効利用を図ることとしているもの。 

ご要 望 にあるような中 継 用 の無 線 局 を導 入 した場 合 、本 来 の趣 旨 である利 用 者 が行 うアクセスの

ための周 波 数 と、中 継 用 の周 波 数 の２波 が必 要 となること等 から、周 波 数 の有 効 利 用 の上 で適 当

でないと考 えているもの。  

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 基幹通信課 
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                                     【総 務 省】 

①分   野 ＩＴ関係  ②要望提出者 （社）日本経済団体連合会  

③項    目 無線局免許申請等における添付書類の簡素化 

のうち 「① 無線局の免許申請」 

④要望の内容 

 

 

工事設計書における「予備電源、附属装置、受信機の特性」項目の削除、無線局事項書で求めている「回線

経路図、通信路構成図」の添付の省略。 

⑤関 係 法 令  無線局免許手続規則第４条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

無線局の免許申請にあたっては、無線局の種別等ごとに無線局事項書及び工事設計書に添付す

る書類が定められている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 該当なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

□ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）    

（説明）  

１ 工事設計書における「予備電源、附属装置、受信機の特性」項目の削除について 

・予備電源 

非常の場合などにおける停電時においても無線局がその目的を遂行するために支障なく

運用されることを審査する必要があり、記載が必要である。  

・附属装置 

無線設備の構成又は電波の質等に影響を及ぼすものがあり ､審 査に必要な項目であること

から記載が必要である。なお、再免許では ､記載を省略できる。  

  ・受信機の特性 

  干渉の有無等を審査するために必要な項目であり、記載が必要である。 

２ 無線局事項書で求めている「回線経路図、通信路構成図」の添付の省略 

回線品質が確保されること等を審査するため、図面は必要である。なお、図面の簡略な記載方法等については、今

後検討する。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 基幹通信課、移動通信課、衛星移動通信課 

情報通信政策局 放送技術課、地上放送課、衛星放送課、地域放送課 
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                                      【総務省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 （社）日本経済団体連合会 

③項   目 無線局免許申請等における申請書類の簡素化 

のうち「② 高周波利用設備の設置許可申請」 

④要望の内容 

 

 

 

 高周波利用設備設置許可申請において提出が義務づけられている添付書類のうち、「線

路系統図」及び「装置の系統図」を提出不要として欲しい。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 電波法第 100 条  

無線局免許手続規則第 26 条 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 高周波利用設備は、設置しようとするものが、総務大臣の許可を受けなければならない。 

（電波法第 100 条第 1 項） 

 上記申請を行う場合の申請書には、添付書類を添付しなければならない。（無線局免許

手続規則第 26 条第 2 項、別表第 6 号第 2） 

 添付書類には、添付図面として「線路系統図」、「装置の系統図」、「装置の外観を示

す図又は写真」を添付させることとしている。（無線局免許手続規則別表第 6 号第 2） 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 該当なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施時期：15 年 3 月）     

（説明）  

 平成15年3月、無線局免許手続規則を改正し、高周波利用設備の設置許可申請における「線路系統図」の

記載方法の簡略化及び「装置の系統図」の添付の省略化を図ったところ。（総務省令第49号（15.3.24）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局電波部電波環境課 



 39

                                    【 総務省 】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 （社）日本経済団体連合会 

③項   目 無線局免許申請等における申請書類の簡素化 

のうち「③有線電気通信法における設置届の様式の記載事項の簡素化」 

④要望の内容 

 

 

 電気事業の用に供する設備は届出不要とされている中で、電気事業者が自家用電気工作

物を所有する顧客等との間に、連絡用電話回線を構成するために施設される設備について

は、届出により詳細を管理する必要がないことから、有線電気通信設備設置届の事項書に

おける記載事項（「設備の設置場所」のうち「線路及び付近の道路、鉄道、軌道等の位置」

及び「設備と付近の他の施設の関係」並びに「設備の概要」）を簡略化する。 

 

⑤関 係 法 令 有線電気通信法施行規則第１条、第４条、第８条の２ ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 有線電気通信設備を設置しようとするものは、有線電気通信法第３条第１項及び第２項

の規定により、同法施行規則に定める届出書と書類を、工事開始の２週間前までに総務大

臣に届け出なければならないこととされている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 該当なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施時期：15 年 3 月）    （結論時期： 年 月）    

（説明）  

 電気事業者など十分な技術的知識を有していると認められる者が設置する有線電気通信設備について、当

該設置者が単独で設置する場合は届出不要とされ、技術基準適合性の審査が省略されている（有線電気通信

法第３条第４項）。 

 一方、当該設備について、他者と共同で設置される場合や、他人の通信の用に供される場合には届出が必

要とされているが（同法第３条第２項）、要望にある連絡用電話回線のように、単独設置の場合とネットワ

ーク構成が同等であり、あらためて技術基準適合性について審査する必要がない場合には、届出書の記載事

項のうち、要望にあるような技術基準適合性の審査に関する事項を省略化すべく、有線電気通信法施行規則

を改正済。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 事業政策課、電気通信技術システム課 
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                                      【総務省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 （社）日本経済団体連合会 

③項    目  開発段階にある特定小電力無線局の展示会等での使用に際しての技術基準適合証明の不
要化 

④要望の内容 

 

 

 

 開発段階にある特定小電力無線局（無線ＬＡＮなど）を期間と場所を限定した展示会な
どで使用する場合、技術基準適合証明を受けずとも、電波発射を可能とする。 
 

 

 

⑤関 係 法 令  電波法第４条、３８条、３８条の２、 
電波法施行規則第６条 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 電波法第４条では、無線局の開設には総務大臣の免許を必要としているが、微弱な電波
を使用するものなど免許を要しない無線局について省令（電波法施行規則第６条）で定め
ている。 
この免許を要しない無線局のほとんどは、空中線電力が０．０１Ｗ以下で省令に定める

機能を有することにより、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与
えないように運用することができるもので、かつ、第３８条の２の技術基準適合証明を受
けた無線設備のみを使用するものであるが、その一例として特定小電力無線局（無線ＬＡ
Ｎなど）がある。 
本要望は、この技術基準適合証明を受けずに、特定小電力無線局が電波を発射し、無線

局として運用することを求めるものである。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

□ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難  □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）    

（説明）  
無線局の開設にあたっては、既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないことが必要である。 
特定小電力無線局については、電波法第３８条の２に規定する技術基準適合証明を受けることにより、そ

の運用が他の無線局に混信その他の妨害を与えないことを担保している。 
本要望による無線局の運用については、無線設備が電波法に規定する技術基準に合致しているか否か不明

であり、他の無線局の運用等に著しい支障を与える可能性があることから対応が困難なものである。 
  
 
 
 
 
 
 
 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 移動通信課 
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                                  【 総 務 省 】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 （社）日本経済団体連合会 

③項    目 ソフトウェア無線設備に関する技術基準適合証明方法の決定 

④要望の内容 

 

 

ソフトウェア無線設備に関する技術基準適合証明の方法をできる限り早期に決定すべき

である。ソフトウェア無線技術・設備の開発・実用化を促進することは産業競争力の強化、

新事業の創出にとって重要である。 

なお、ソフトウェア無線技術（無線機に搭載されているソフトウェアを外部からのダウ

ンロード等によって変更・追加することにより当該無線機が使用する周波数、送信出力等

の機能や性能を変更する技術）を利用した無線設備（以下、ソフトウェア無線設備）は、

携帯用や車載用としての利用が期待されており、無線局として運用を開始した後に機能や

性能を変更することが可能になるものである。 

⑤関 係 法 令 電波法第３章の２、特定無線設備の技術

基準適合証明に関する規則  

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 技術基準適合証明制度は、小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるも

の（特定無線設備）については、免許の取得に先立ち電波法に定める技術基準に適合していることの

証明を受けることができる制度であり、この制度を活用することにより無線局の免許手続きの簡素化

が図られている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 該当なし  

⑨対応状況・ 

  対応方針 

□ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）    

（説明）  

 ソフトウェア無線技術については、一部の技術が無線設備に部分的に適用される段階には達しているが、

未だ研究開発段階にある。米国（ＦＣＣ）においては、暫定的なソフトウェア無線設備受入のための制度の

変更を行っているが、これは、利用開始前に認証を受けたソフトウェアとハードウェアの組み合わせの範囲

内での利用を可能としたものである。総務省では、技術動向及び諸外国の動向等を踏まえ、ソフトウェア無

線設備に関する証明方法について検討を行っていく予定である。なお、利用者が無線設備の機能を自由に変

更するような利用形態を想定した無線局管理のあり方については、ソフトウェア無線技術の開発動向を見極

めつつ検討を行っていく必要があると考えている。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 電波環境課 
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                                     【総 務 省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 （社）日本経済団体連合会 

③項    目 無線局免許申請等手数料の納付方法の見直し 

④要望の内容 免許申請等の手数料については、口座振込みによる納付を認める。 

⑤関 係 法 令 電波法第１０３条 

電波法関係手数料令第１０条 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

電波法第１０３条では、法第６条の免許の申請をする者等は、実費を勘案して政令で定

める額の手数料を国に納めなければならないとされている。 

また、電波法関係手数料令第１０条では、当該申請に係る書類に当該手数料の額に相当

する収入印紙を貼って収めなければならないとされている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

「規制改革推進３か年計画(改定)」(平成１４年３月２９日閣議決定) 

３横断的措置事項 １ ＩＴ関係 エ社会・行政の情報化の推進 

 34 無線局の免許申請等の手続のオンライン化 

 無線局の免許申請手続について、オンラインによる手続を可能とするよう検討を行い、

所要の措置を講ずる。 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期：１５年度内） （結論時期： 年 月）    

（説明） 

  現在、総務省において、電子政府の取り組みとして無線局免許申請手続等についてオンライン化に取り

組んでいるところ。 

免許申請等手続きがオンライン化された場合、これまでの収入印紙による納付方法では手数料等につい

て納付困難となることから、手数料の電子納付の仕組みとして平成１５年度内に運用開始予定の「歳入金

電子納付システム」（財務省が構築）を利用する予定である（※ e-Japan 重点計画-2002（H14.6.18）の

中で、政府全体の取組みとして歳入金・国税の納付及び歳出金の振込について、日本銀行及び金融機関の

システム整備を前提として、2003 年度までに、インターネット等を利用した納付及びオンライン等によ

る振込を可能とするためのシステム整備、運用を開始することとしている。）。したがって、本件要望内

容については、「歳入金電子納付システム」の運用が開始され、無線局免許申請手続等に係る電子申請が

実現されることにより可能となるものと考える。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 基幹通信課、移動通信課、衛星移動通信課 

情報通信政策局 放送技術課、地上放送課、地域放送課、衛星放送課 
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                                    【総 務 省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 （社）日本経済団体連合会 

③項    目 電波利用料の納付方法の見直し 

④要望の内容 

 

 

 

 

無線局の開設年度の翌年以降における電波利用料の納付時期について、免許年月日に係

わらず全総合通信局で統一した時期に、当該免許人が保有している全無線局分の電波利用

料を一括して振り込むことを可能とする。 

 

⑤関 係 法 令 電波法第１０３条の２ ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 電波利用料の納付については、無線局の免許の日から起算して３０日以内及びその後毎

年その免許の日に応当した日から起算して３０日以内に電波利用料を国に納めることにな

っている。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 該当なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

□ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         ■ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期：１７年度 初期）    

（説明）  

 電波利用料の前納制度（電波法第１０３条の２第８項）を利用して、要望のあった内容にできる限り沿っ

た取扱方法が可能となるよう、手続及びシステム構築を含め、検討を進めているところ。 

ただし、電波利用料徴収業務を行うための電子計算機システム（総合無線局監理システム）の大きな改修

を必要とすることが見込まれることから、現在のシステムで対応するのは困難であり、次期システム（Ｈ17

年度稼動予定）に当該処理機能を盛り込むべき検討を進めている段階である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総合通信基盤局 電波利用料企画室 
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                                     【総 務 省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 日本経団連 

③項    目 電気通信事業法等の逐条解説の公開【新規】 

④要望の内容 

 

 総務省内で作成されている所管法令の逐条解説が公開されていない場合がある。 

 総務省内で作成されている所管法令の逐条解説を公開する。 

 

⑤関 係 法 令 なし ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

行政機関の長は、開示請求があったときには、不開示情報が記録されている場合を除き、

当該行政文書を開示しなければならない（情報公開法第５条）。 

 総務省では、平成１３年１０月、「総務省における行政情報の電子的提供の推進に関す

る実施方針」を定め、行政情報の電子的提供を一層積極的に推進している。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

該当なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）    

（説明）  

 総務省においては、「行政機関の保有する情報の公開」と「政府の有するその諸活動を国民に説明する責

務が全うされる」ことを目的として、昨年４月に施行された「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」

（平成 11 年法律第 42 号）に則り、総務省が保有する行政文書の開示を行っている。さらに平成１３年１０

月、「総務省における行政情報の電子的提供の推進に関する実施方針」を定め、行政情報の電子的提供をよ

り一層積極的に推進している。具体的には、所管行政の概要、所管する法律、政令、省令等の一覧、新規制

定又は改正した法令の概要及び全文、統計資料その他の公表資料、白書、年次報告書等をホームページを用

いて提供し、内容を拡充していく予定である。 

（http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/jouhouka6.html） 

 なお、「電気通信事業法審査基準」等については総務省の情報通信行政ホームページ上に掲載している。 

（h t t p : / /www . soumu . g o . j p/ j o ho _ t su s i n / j oh o _ t su s i n . h tm l） 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 官房企画課 官房政策評価広報課 情報通信政策局総務課 総合通信基盤局総務課 



 45

                                      【 総 務 省 】 

①分    野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 （社）日本経済団体連合会 

③項 目 受託放送事業の料金規制等の撤廃、ならびに委託放送事業者に対する受託放送事業者の指定等の撤廃 

④意見・要望等

の内容 

（１） 受託放送役務料金等の届出制を廃止する。 

（２） 委託放送事業者に対する受託放送事業者の指定等を撤廃する。 

⑤関 係 法 令 放送法 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

（１）  受 託 放 送 事 業 者 は、委 託 放 送 事 業 者 等 の委 託 によりその放 送 番 組 を放 送 する

役 務 の料 金 その他 の総 務 省 令 で定 める提 供 条 件 を定 め、その実 施 前 に届 け出

なければならない。  

（２） 委託放送業務を行おうとする者は、総務大臣の認定を受けなければならず、認定は、委託の相手方、委

託して行わせる放送に係る周波数などを指定して行うこととされている。 

⑧計画等におけ

る記載の状況 

該当なし。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明） 

 （１）については、現状においても、委託放送事業者が利用する帯域幅など個々の事情を踏まえた自由な料金設定

が可能である。 

 なお、受託放送役務の料金等の提供条件は、 

① 委託放送事業者の放送番組の編集の自由を確保するために役務提供条件を適正にする必要があること、 

② この役務の提供条件は受託放送事業者と委託放送事業者の契約の内容となる事項であり、その内容を把握する

ことが当該委託放送事業者の認定審査に不可欠であること、 

から、事前届出制とすることが必要である。 

 

 （２）については、昨年１月より、東経１１０度ＣＳデジタル放送以外のＣＳ放送には電気通信役務利用放送法が適

用になっており、この制度を活用することにより委託放送事業者に対する受託放送事業者の指定等を受けずにサー

ビスを行うことが可能となっているため、この分野については措置済みである。 

 また、東経１１０度ＣＳデジタル放送に関しては、電気通信役務利用放送法の適用の是非について、東経１１０度Ｃ

Ｓデジタル放送をめぐる今後の状況を踏まえつつ、引き続き検討していくことが必要と考えている。 

 なお、ＢＳデジタル放送については、希少性の高い放送用の周波数を利用するものであり、そのなかで確実かつ適

正に放送が開始・継続されるようにするためには、認定にあたって、受託放送事業者の免許において指定された周

波数のなかから当該委託放送事業者が利用する周波数を指定し専用させることが必要であることから、受託放送事

業者の指定等を維持する必要がある。 

⑩担当局課室等名 情報通信政策局 衛星放送課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 （社）日本経済団体連合会 

③項 目 審議会の中立性について 

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

審議会、研究会委員等の中立性を確保する。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 総務省組織令第 1２４条、情報通信審議会令

第２条 

⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

 

情報通信審議会の委員は、情報通信審議会令（平成１２年政令第２７１号）第２条により、学識経

験のある者のうちから、総務大臣が任命。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明）  

 

委員については、広く各界各層から国民の意向を代表するに相応しい人格、識見に優れた方々を選任し、幅広い多

様な意見を集約することにより、特定の分野の意見に偏ることのないようにしている。 

 なお、審議については随時パブリックコメントや関係者によるヒアリングを実施するなどして、広く国民の意見を

取り入れ、公平な審議に努めているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 情報通信政策局 総務課 
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                                   【 総 務 省 】 

①分    野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 日本経団連 

③項    目 通信と放送の融合に対応した制度整備 

④意見・要望

等の内容 

 

①伝送設備について、伝送する手段及び情報が何であるかに係らず、同じ制度の下に置く。 

②「通信衛星を利用した通信・放送の中間領域的な新たなサービスに係る通信と放送の区

分に関するガイドライン」において、放送となるものの範囲を明確化する。 

⑤関 係 法 令 ○電気通信役務利用放送法 ⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

○電気通信役務利用放送法 

 ＣＳ放送及び有線テレビジョン放送について、電気通信役務を利用して放送を行うこと

を制度化し可能としたもの。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

【ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画 －２００２ Ⅱ１．（４）⑥ア】】 

 通信・放送の融合の進展に応じた制度のあり方について、社会的な役割、技術革新の状

況、諸外国の動向等幅広い観点から引き続き検討する。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中  

（実施（予定）時期：          ） 

（説明）  

１ インターネットの高度化、放送のデジタル化の進展に伴い、これらを組み合わせた、利便性の高い通信・

放送融合サービスの実現が期待されるところ。 

２ 総務省としては、ＣＳ放送及び有線テレビジョン放送について、電気通信役務を利用して放送を行うこ

とを可能とした電気通信役務利用放送法の制定（平成１３年６月２９日公布、平成１４年１月２８日施行）

等により、通信・放送の融合の進展に対応している。 

３ なお、基幹的な放送である地上放送は、報道機関・文化の担い手として、また、非常災害時の情報提供

手段として、とりわけ大きな社会的役割を果たしており、その番組等の情報を国民に対して安定的に供給

する上で、いわゆるハード・ソフト一致の事業形態が有効と考えられる。 

４ 諸外国においても、このように放送と通信が社会的に異なる役割を果たしていることにかんがみ、それ

ぞれ異なる法体系により規律を行っているところであり、国際的にも、放送と通信を全く同一の規律の下

に置いている例は見られないと認識している。 

５ 通信・放送の融合の進展に応じた制度の在り方については、こうした通信・放送の社会的役割の相違、

技術革新の状況、諸外国の動向等幅広い視点から引き続き検討していく。 

６ 通信として区分される類型の追加等を内容とする「通信衛星を利用した通信・放送の中間領域的な新た

なサービスに係る通信と放送の区分に関するガイドライン」の変更を平成 13 年 12 月 26 日に公表し、放

送となるものの範囲をより明確化したところ。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省 情報通信政策局 総合政策課 放送政策課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分    野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 （社）日本経済団体連合会 

③項 目 東経１１０度ＣＳへの電気通信役務利用放送法の適用  

④意見・要望等

の内容 

 

東経１１０度ＣＳに電気通信役務利用放送法を適用する。 

 

⑤関 係 法 令 電気通信役務利用放送法 ⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

東経１１０度を軌道位置とするＣＳを利用した放送は、受委託放送制度（放送法）が適用されている。 

⑧計画等におけ

る記載の状況 

 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明） 

 電気通信役務利用放送制度は、基本的に電気通信役務利用放送を行うことを希望する者に対して、電気通信事

業者がその放送のための電気通信役務を提供可能な状況にあることが制度適用の前提となっている。こうした状況

が東経１１０度ＣＳデジタル放送に関し実現しているかどうかについては、現時点において議論のあるところであり、電

気通信役務利用放送法を適用するかどうかについては、東経１１０度ＣＳデジタル放送をめぐる今後の状況を踏まえ

つつ、引き続き検討していくことが必要である。 

 なお、先般、当省の「衛星放送の在り方に関する検討会」（座長：多賀谷一照 千葉大学副学長）の最終取りまとめ

（昨年１２月）においても、東経１１０度ＣＳ放送への電気通信役務利用放送法の適用について同様に結論づけられ

たところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 情報通信政策局 衛星放送課 
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                                       【 総 務 省 】 

①分   野  ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 日本経団連、社団法人リース事業協会 

③項 目 マスメディア集中排除原則の緩和 

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

（要望内容） 

①マスメディア集中排除原則を緩和し、地上波放送局間および地上波放送局とＢＳデジタル放送また

は東経 110 度ＣＳ放送の委託放送事業者との経営統合や兼営の拡大を認める。 

②コミュニティ FM の開設は、マスメディア集中排除原則の適用除外とする。 

⑤関 係 法 令  放送局の開設の根本的基準 

（昭和 25 年電波監理委員会規則第 21 号） 

⑥共 管 なし 

⑦制度の概要  

 

 

 

 

 

放送局の開設の根本的基準において規定されているマスメディア集中排除原則は、放送をすること

ができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ

多くの者によって享有されるようにするものであり、１の者が所有又は支配可能な放送の数を制限し

ているもの。例えば、地上放送局間は、地上放送局とＢＳ放送との兼営は不可能とされている。なお、

コミュニティＦＭにおいて、コミュニティ放送の普及等のために特に必要があると認められる場合

は、同一市町村内の複数局支配は認められている。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

【規制改革推進３か年計画（改定）１.ＩＴ関係ウ 28 放送のデジタル化の推進】 
地上放送については、早期にデジタル放送を開始できるよう、地上デジタル放送のマスメディア集 

中排除を含めた環境整備を推進する。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済         ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明）  

 マスメディア集中排除原則については、ご指摘の事項を含め、現在、「放送政策研究会」（座長：塩野宏

東亜大学通信制大学院教授）において検討を行っており、本年２月頃を目途に取りまとめが行われる予定。 

総務省としては、本研究会における議論等を参考とし、言論の多様性の確保の要請との関係等を踏まえつつ、

マスメディア集中排除原則の在り方について検討を行う予定。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 情報通信政策局 放送政策課 
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                                    【総 務 省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 社団法人リース事業協会、日本経済団体

連合会、オリックス 

③項   目 

 

自動車の生産・販売・流通に伴って必要となる諸行政手続の電子化の早期実現等 

④要望の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自動車の生産・販売・流通に伴って必要となる諸行政手続（検査・登録～国、車庫証明・

納税～地方、自賠責保険確認～国）等の電子化は、規制改革推進３か年計画において、平

成１７年を目標に稼働開始（平成１５年を目途に一部地方公共団体で試験運用）となって

いるが、これを実現するため、下記の事項を含め早急に検討・具体化していくこと。 

 ②自動車取得税の納付手続 

○ 納付手続の電子化及び電子化に向けた書式の統一化 

 ③自動車税・軽自動車税納付及び還付手続 

○ 納付及び還付手続の電子化 

○ 電子化に向けた納付及び還付手続の合理化 

○ 納税に係る行政と所有者の有する電子情報の交換 

○ 書式の統一化等  

⑤関 係 法 令  地方税法 ⑥共管 国土交通省、財務省、警察庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

・ 自動車税の納税義務者は、道路運送車両法第７条の登録の申請をした場合等におい

て 

 は、自動車の賦課徴収に関し必要な事項を申告等しなければならない。 

・ 自動車取得税の納税義務者は、自動車の取得の区分に応じ、総務省令で定めた申告

書  

 を道府県知事に提出しなければならない。   

      

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 

【規制改革推進３か年計画（改定）Ⅲ１（３） エ 22 （ｅ）ⅳ】 

 自動車保有関係手続について、おおむね平成１７年を目標に手続の電子化によるワンス

トップサービス・システムの稼働開始を目指す。このため、おおむね平成１５年を目途と

して、地方公共団体の財政状況等に配慮した上で、特定地域を選定し、システムの実用化

に係る試験運用を行う。 
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⑨対応状況・ 

  対応方針 

□ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

   □ 措置済        □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定       ■ 具体的措置の検討中 

 

（実施(予定)時期：平成１７年度 （結論時期： 年 月）    

（説明）  

・自動車の保有に伴い必要となる各種行政手続については、平成１０年１２月に設置された「自動車保有関

係手続のワンストップサービスプロジェクト（バーチャルエージェンシー）」において、平成１１年１２月

に最終報告書をまとめ、国民負担の軽減及び行政事務の効率化を図る観点から、ワンストップサービスの実

現に向け、関係省庁連絡会議を設置し、各手続の電子化に向けた調査検討を精力的に行っているところであ

り、昨年８月に検討結果の中間的とりまとめとして「自動車保有関係手続のワンストップサービスのグラン

ドデザイン」を決定し、公表したところである。 

・ワンストップサービスの中心となるシステムについては、本年度、システム設計を行うこととしており、

平成１５年度にはシステムの構築、一部地域で実用化に係る試験運用を行う予定としている。 

・今後とも、関係省庁連絡会議を中心として、平成１７年のワンストップサービスシステムの稼働開始に向

け、関係する国、地方公共団体、民間機関等との積極的な連携を図っていく。 

・自動車税、自動車取得税については、平成１３年度税制改正により、「自動車税・自動車取得税申告書（報

告書）」の全国統一様式を規定し、平成１４年４月１日から施行（使用）している。 

・また、軽自動車税の申告書の様式については、地方税法等の一部を改正する法律 （平成１５年法律第 

号）により、平成１６年４月１日施行で統一化を行う予定。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 自治税務局都道府県税課・市町村税課 
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                                    【総 務 省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 日本経済団体連合会 

③項    目 固定資産税等地方税の納付様式の全国統一および納付手続の電子化 

 

④要望の内容 

 

 

固定資産税等の地方税の納付・申告について、様式を全国的に統一した上で電子化をおこ

なう。 

 

⑤ 関 係 法 令 地方税法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

・納税義務者は、地方税法に基づき、居住、住居または事務所、事業所、寮等が存在する

市町村長にそれぞれ総務省令で定められた申告書・納付書を提出しなければならない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

  

⑨対応状況・ 

 対応方針 

■ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難  □ その他 

 ■ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）   

  

（説明）  

 申告書、納付書の様式については、法人住民税、法人事業税、固定資産税の償却資産等、納付手続きの簡

素化の見地から鋭意、様式の統一を図ってきているところである。 

 また納付・申告の電子化については、e-japan 重点計画等に基づき、行政全体として申請・届出等手続の

電子化に向けた取組みが行われており、税務行政の分野における申告、申請、納付等の手続についても、納

税者の信頼を得られるセキュリティの確保に配慮しつつ、電子化を図っていく必要があると考えているが、

総務省としては、平成 13 年度から 14 年度にかけて、主な税目につきインターネットを利用して地方公共団

体が電子申告を受け付けるためのモデルシステムを構築し、標準的な仕様を地方公共団体に提示することに

より、平成 15 年度からの個々の地方公共団体におけるシステム導入を促進していく考えである。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 自治税務局企画課 
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                                  【総 務 省】 

①分   野 ＩＴ関係 ②要望提出者 関西経済連合会 

③項    目 住民税届出窓口の全国一本化及び関係書類の電子データ化  

④要望の内容 

 

 

現在、特別徴収義務者が給与所得者異動届出書等、各市町村に対して紙ベースで届出を行

っているものを、届出窓口を全国一本化し、電子データによる届出を可能にする。また、

特別徴収税額納入の際の納入書も電子データ化し納入先を統一する。 

⑤関 係 法

令  

地方税法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

・個人住民税の特別徴収義務者は、地方税法に基づき、納税義務者である従業員の退職、

転勤及び特別徴収税額の納入の際、該当市町村に対しそれぞれ総務省令で定められた届出

書、納入書等を提出しなければならない。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

  

⑨対応状況・ 

  対応方針 

□ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）    

（説明）  

 

 現在、e-Japan 重点計画等に基づき、行政全体として申請・届出等手続きの電子化に向けた取組みが行わ

れており、税務行政の分野における申告、申請、納付等の手続きについても、納税者の信頼を得られるセキ

ュリティの確保に配慮しつつ、電子化を図っていく必要があると考えているところである。 

 特別徴収義務者が行う個人住民税関係書類の届出・税額の納入の電子化については、前提となる届出書類

の様式を省令で統一しているが、さらに電子化に向けた環境整備を進めているところである。なお、電子化

を採用するか否かは、課税権を持つ各市町村が判断するものである。 

 住民税関係書類の届出窓口の一本化についても、各市町村が自主的に判断することとなる。 

 納入窓口の統一・集約化については、特別徴収税額のみについてではなく、地方税全体の中で検討する事

項であり、各市町村別に納税義務が生じるものであることから、措置はできない。しかしながら、公金収納

のためのネットワーク整備が進むことを前提に、当該ネットワークへの市町村の参加により、収納手続の電

子化の一環として会社に居ながらにして地方税の納税が可能となるところである。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 自治税務局市町村税課 
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                                  【 総 務 省 】 

①分   野 競争政策 ②意見･要望提出者 社団法人日本経済団体連合会 

③項   目 ＷＴＯ政府調達協定の適用対象機関からのＮＴＴグループ各社の除外 

④意見・要望等

の内容 

 

ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴ、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーション

ズ）を、ＷＴＯ政府調達に関する協定の適用対象機関から除外すべきである。とりわけ、

特殊法人ではないＮＴＴコミュニケーションズについては、早期に適用対象機関から除外

すべきである。 

 

⑤関係法令 ＷＴＯ政府調達に関する協定 ⑥共管 外務省 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

平成８年１月１日に発効した世界貿易機関（ＷＴＯ）「政府調達に関する協定」は、政府

機関等による産品、サービスの調達に、内国民待遇、無差別待遇の原則を適用し、また、

政府調達に係る手続の透明性を確保することを定めている。我が国においては、同協定附

属書Ⅰ付表において約束している中央政府機関、地方政府機関（４７都道府県及び１２政

令指定都市）、特殊法人及び独立行政法人による調達に同協定が適用される。なお、競争

力のある内外の供給者等がより容易に市場参入できるよう、我が国の自主的措置として「政

府調達に関するアクション・プログラム」を定め、同協定より一層透明性、公正性及び競

争性の高い調達手続をとることとしている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

  □ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明）  

ＷＴＯ政府調達協定は、公正、公開かつ競争的な政府調達を促進するための国際ルールである。我が国は、

同協定締約国間の権利及び義務の均衡並びに同協定に定める相互に合意された適用範囲に基づき、内外無差

別等の原則に則った政府調達を行っており、我が国が同協定付表において約束している機関については、同

協定を誠実に遵守している。これらの機関を協定適用対象から除外するためには、同協定に定める手続によ

り所要の通報を行ったうえで、各締約国よりの異議申立てがないことが条件となるものであり、我が国の規

制改革に対する枠組みの中で捉えられるものではない。 

 なお、我が国は、平成１１年７月１日のＮＴＴ再編に伴い、ＮＴＴの承継会社の 1 つであるＮＴＴコミュ

ニケーションズ株式会社は同協定の対象機関としない旨の通報を、同協定の手続に従って政府調達委員会を

通じ各締約国に対して行ったところ、これに対して米国、カナダ、ＥＣから異議申立てが行われた。それ以

降、同社が協定の除外基準を満たしていることについて同委員会や各種協議の場を通じて重ねて説明を行っ

てきた結果、米国及びカナダは異議を撤回したものの、依然ＥＣが異議を維持している。 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局国際部国際経済課多国間経済交渉室、電気通信事業部事業政策

課 
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                                     【総 務 省】 

①分    野 基準認証 ②要望提出者 オリックス 

③項    目 投資法人と防火管理者等 

④要望の内容 

 

 

 

 消防法では、管理について権原を有する者（例えば所有者）は、防火管理者を別に定め

ることができるとしている。しかしながら、消防署の運用において、所有者自身が防火管

理者になるように指導される場合がある。不動産投資信託の場合、不動産の所有者は「投

資法人」となるが、その場合にも、所有者が防火管理者になることを求められる。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 消防法第８条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 消防法第８条において、一定規模以上の防火対象物の管理権原者は、防火管理者を選任

し所轄消防長に届出た上で、当該防火管理者に防火管理上必要な業務を行わせなければな

らないとされている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 なし 

⑨対応状況・ 

  対応方針 

□ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

  □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

  □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施(予定)時期： 年 月） （結論時期： 年 月）    

（説明）  

 消防法第８条においては、「管理について権原を有する者」が防火管理者を選任し、防火管理上必要な業

務を行わせることととしている。この「管理について権原を有する者」は実態に着目して判断しており、所

有者であるという形式的要件のみをもって判断しているわけではない。また、所有者が防火管理者にならね

ばならないという規定もない。 

 したがって、現状においても、防火対象物の管理権原が、別の者に委ねられていることが明確であれば、

所有者である投資法人が、防火管理者を選任したり、自ら防火管理者になる必要はないものである。 

 

 

 

⑩担当局課室等名 防火安全室 
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                                 【 総 務 省 】 

①分   野 基準認証 ②意見･要望提出者  ＥＵ 

③項 目  外国の適合評価機関の指定を認めている全ての法律に関して包括的な情報の提供 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 外国の適合性評価機関の指定を認めている全ての法律に関して、包括的な情報の提供を

望む。その情報は、使いやすい形式で作成されることを望みたい。すなわち、指定・承認

に関する日本の基準と該当する ISO/IEC 基準に対して追加的な日本の要件が明確にわかる

ようにされたい。そのような重要な情報の公開の方法が確実に公表される一つの方法は、

日本政府が、①所轄大臣が外国の適合性評価機関を承認できることを規定する法律あるい

は施行令、②適合評価機関の承認に適応される基準、③当該基準の ISO/IEC 基準/ガイドラ

インとの整合性の度合いを一挙に示したデータベースの作成が望まれる。 

⑤関 係 法 令 ・ 電気通信事業法 

・ 電波法 

⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

電気通信機器に係る基準認証制度として、総務大臣又は総務大臣の指定する国内外の者

が、特定の電気通信機器について法令に定める技術基準に適合していることを認定（証明）

する制度及び総務大臣の認定を受けた国内外の民間事業者が取得した試験データを技術基

準の適合認定（証明）に活用する制度がある。 

なお、電気通信機器等の輸出入の円滑化に資するため、欧州共同体及びシンガポール共

和国と相互承認に関する協定を締結し、基準認証に係る適合性評価について相互承認を実

施している。 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 該当なし 

 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定    ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済        ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：          ）    

（説明）  

 総務省の所管する基準認証制度に係る法令には電気通信事業法及び関係省令、電波法及び関係省令、並び

に特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律及び

関係省令があり、当該法令の英訳版を総務省ＨＰに掲載することで、海外からも参照できるようにしている。 

(ＵＲＬ： http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/Resources/Legislation/MRA/index.html) 

なお、日本の基準と該当する ISO/IEC 基準/ガイドラインとの整合性の度合いを示したデータの作成につ

いては、検討中のところである。 

 

 

⑩担当局課室等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課、電波部電波環境課 
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